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１．下請不適正取引の未然防止のための法令違反行為の明確化・周知

今回の調査によって指摘のあった法令違反となり得る元請業者の行為事例（例）

・下請代金について、下請業者から提出された最も低い見積額と
同額とするよう元請負人から強要される場合がある。

・元請業者の左記行為
により、下請工事が原
価割れとなった場合に
は、建設業法第19条
の３（不当に低い請負
代金の禁止）上問題と
なるおそれがある。

・元請業者の施工管理不備等による前工程の遅れを理由として突
貫工事を強要され、臨時で職人を集める必要から仕方なく高い労
賃で職人を集め、施工を行ったが、突貫工事に係る費用増につい
ては下請負担にされた。

・工事受注後、現場状況により当初条件と異なる施工を余儀なくさ
れ、施工費用増となったが、元請業者が契約変更に応じなかった
ため、当該費用増については、下請業者が負担せざるを得なかっ
た。

①法令違反行為の未然防止の観点から、今回の調査で指摘のあった事例について整理し、
法令違反となり得る行為事例等については建設業法令遵守ガイドラインに追加

②建設業法令遵守ガイドラインの周知（例「下請取引適正化推進月間（11月）」において周知）
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変更

工

期

低価格
強制
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２．下請不適正取引を行った建設業者に関する端緒情報の収集機能の強化（１）

○従来のような反面調査と照合させる調査手法ではなく、下請業者の立場で、不

適正な取引を行っている元請業者の情報を記載させる調査を実施。

○従来調査の「元請業者と１次下請業者」間の取引状況のみならず、１次下請業

者と２次下請業者、２次下請業者と３次下請業者というような下下間の取引状況

も把握可能な調査を実施。

○さらに、元請業者の立場で、不当行為を行っている発注者の情報を記載させる

調査を実施。

○発注者の不当行為を把握するための調査項目を新たに実施。発注者名、工事名等工事基本情報を記載
させる。

○調査書面を送付する全ての対象業者に対し、下請業者の立場で回答を求める書面を送付
○調査事項：最も取引の多い元請業者との取引状況、しわ寄せが多いと思われる元請業者名、実際にしわ

寄せがあった工事名、現場所長名等

○回答者に対して、回答内容は元請業者に把握されないものであることを十分周知。

下請業者の立場で回答を求める調査 ＝下請業者が書面調査に回答を行ったことを元請業者に把握されないようにする

元請業者の立場で回答を求める調査

発注者

１次下請業者

２次下請業者

元請業者

・
・
・

新
調
査
の
範
囲

従
来
調
査
の
範
囲

調査対象：全国の建設業者３０，０００業者（従来調査の約４倍）

調査スキーム：法令違反の端緒情報として、「下請業者の立場で
回答を求める調査」を大幅に増加
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◆違反情報収集体制の強化
・各地方整備局等に設置された「建設業法令遵守推進本部」に通報窓口として開設
・通報された情報に対し必要に応じて立入検査・報告徴収を実施
・法令に違反する行為があれば監督処分等により厳正に対応

３．下請不適正取引を行った建設業者に関する端緒情報の収集機能の強化（２）

建設業許可部局の窓
口に周知パンフレットを
用意し、配布する等
さらなる周知を図る

下請不適正取引の端緒情報の収集機能を向上させるために、駆け込みホットラインの
さらなる周知を図る

３



４．下請不適正取引に対する許可行政庁による立入検査の強化・充実（１）

立入検査により下請不適正取引の事実を把握するためには、立入調査担当職員が、
建設業経理等に関する知識を有していることが必要

国土交通省・都道府県許可行政部局担当職員に対する研修の実施

公正取引委員会・中小企業庁と、立入調査の実施ノウハウについて情報交換

中小企業庁については建設業法42条2の規定に基づく建設工事の下請取引に関する立入検査権
限が与えられているため、中小企業庁との合同立入検査の拡充等により検査ノウハウを吸収

立入検査担当職員の能力向上

関係省庁との連携強化

立入検査実施手法の見直し

重層下請構造となっている建設業においては、下請業者においても元請業者からの不当なしわ寄せが、
さらに下層の下請業者に転嫁される可能性

最下層の下請業者の状況から順に調べていくような、下から上への立入検査

公正取引委員会との連携を密にするスキームの確立
４



５．下請不適正取引に対する許可行政庁による立入検査の強化・充実（２）

（１）下請業者の最終工事原価

と元請業者からの入金額との

関係に関する検査

①下請業者より、最終の入金額と支出額等が分かる資料を取り寄せ。

②下請代金の支払い額が下請業者の最終工事原価を下回っている

ケースがあった場合には、元請業者による金額査定根拠の合理性、

価格決定プロセス上の問題点等を追加調査。

（２）下請業者の責によらない契

約後の費用を増加させる事項
の有無に関する検査

①下請契約後における「契約外の追加工事の有無」、「施工数量の

増減」、「下請工期の変更（着工遅延、一時中止、突貫工事）」、「施

工条件の変化」等の状況について確認。

②上記ケースに関し、元請業者に対し下請代金の増額変更の状況

等を確認。
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（３）指値、赤伝処理に関する検

査

①立替金との名目で根拠のない産廃処理費用等が相殺処理されて

いるとの今回の調査結果を踏まえ、元請業者と下請業者との間の

入出金記録を検査。

②相殺処理事項があった場合は、下請負人に当該費用を負担させ

ることの合理的根拠、負担額の合理的算出根拠、当該費用の下

請負担に係る契約前事前説明の有無、契約書面への記載の有無

について確認。
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建設業法19条の3（不当に低い請負代金の禁止）に違反するような悪質性が高い下請不適正取引があった場合

６．下請不適正取引を行った建設業者に対する対応の強化（１）

公正取引員会への措置請求（建設業法42条）
【建設業法42条】国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第19条の3、第19条の4、第24条の3第１項、

第24条の4又は第24条の5第３項若しくは第４項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁
止及び公正取引の確保に関する法律第19条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、
同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。

（１）公正取引委員会への措置請求

（２）建設業法に基づく監督処分

悪質性が高いものの独占禁止法違反とは認められず、公正取引委員会への措置請求が行えない場合

①建設業法に基づく監督処分・・・契約内容の書面化義務違反（建設業法19条）
請負契約に関し不誠実な行為（建設業法28条第1項第2号）等

②不当減額等に係る金銭の下請業者への返還に関する勧告

６

公正取引員会との連絡体制の強化

（３）是正勧告・警告

上記（１）（２）以外のケース

①建設業法に基づく是正勧告・・・行為の悪質性に応じた公表
不当減額等に係る金銭の下請業者への返還を併せて勧告

②文書警告・・・建設業法に違反しているとまではいえないケースについても必要に応じて実施



７．下請不適正取引を行った建設業者に対する対応の強化（２）

【下請取引先に対するアンケート調査】

・当該建設業者との取引に状況に関するアンケート

対象となる建設業者に対
する勧告聴取

下請取引先に対する
アンケート調査等の実施

（４）フォローアップ調査の実施等

・下請不適正取引の再発防止の観点から、建設業法に基づく監督処分・是正勧告等の１年後を

目途に改善状況のフォローアップ調査を実施

【報告聴取の内容】

・最近１年間の下請取引先一覧等の下請取引の状況

・フォローアップ調査等によって、元請業者による下請業者への報復措置が確認された場合には

建設業法に基づく監督処分等により厳正な対応
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８．下請不適正取引に対して下請業者が行うべき対応の周知・徹底

許可行政庁が行政処分や行政指導等を行うためには、下請業者等においても一定の資料の
記録・保存が必要

・個別工事ごとの工事原価について適切に記

帳された工事原価台帳

・下請工事等に係る入出金記録に係る以下の

会計補助簿

①取引金融機関別の預金帳

②支払手形帳

③現金出納帳等

必要となる

会計帳簿

等の例

８

・個別工事ごとに整理された労働者の出面表

・雇用契約書

・労働者による領収書

必要となる

賃金の

支払記録

等の例

・外注先との契約書面

・外注先からの納品書又は出面表（※）

・外注先からの請求書（※）

・外注先に対する支払明細（※）

・外注先による領収書又は金融機関に対する

振込依頼書

※ 明細等により個別工事ごとの内容が明らかとなっている
ことを要するもの

必要となる

外注先への

支払記録等

の例

・元請業者との契約書面

・元請業者との協議内容等が記載される作業

日報等の写し

・元請業者に対して提出した納品書、出面表（※）

・元請業者に対して提出した請求書（※）

・元請業者からの支払通知書（※）

※ 明細等により個別工事ごとの内容が明らかとなっている
ことを要するもの

必要となる

元請業者

からの

入金記録

等の例

時機を逸しない対応・・・・

許可行政庁が行政処分や行政指導等を行うためには、下請業者においても必要な情報の
記録・保存が必要

行政による周知・徹底・・・

契約外追加工事・施工条件変更等による工事コスト増に対する価格交渉は早期、かつ、こまめに実施

元請業者等の不当行為を立証するために建設業者が自ら行うべき対応について周知・徹底



９．発注者への対応

○発注者による近隣調整の遅れや工事施工前の事前調査の精度が低いため、当初工事契約の内容と大きく変わっている

にもかかわらず、工期延期や数量変更による追加・変更契約を行ってくれない。

○発注者の一方的な工事休止により、工期延期が認められたものの、工事休止期間に発生する必要経費（労務費etc.）を
追加・変更契約において考慮してもらえない。

○追加・変更契約の協議書を提出したものの、「議会案件により手続きが困難」等の理由により受理されず、その上、契約
外の追加工事を無償で強いられた。

○完了検査・成果物の引渡し後に、不当にやり直し工事を命じられ、無償でやり直し工事を実施した。

ヒアリング調査で明らかとなった発注者側の不当行為と思われる事例

（１）法律上問題となる具体的行為の明確化・周知

（２）発注者の悪質な行為に対する対応策の検討

（３）公共発注者におけるダンピング対策の充実に対する要請

（１）発注者向けガイドラインの策定
（２）法令違反行為の周知・・・公共発注者＝公共工事契約制度運用連絡協議会等 ・ 民間発注者＝経済団体等

公共発注者＝建設業法第19条の5に基づく勧告
民間発注者＝独占禁止法に基づく公正取引委員会への申告

入札契約適正化法に基づく要請 （１）予定価格の事前公表の見直し
（２）ダンピング対策の充実

９


